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介
護
保
険
法
施
行
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案

参
照
条
文

○
介
護
保
険
法
施
行
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
四
号
）

（
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
の
旧
措
置
入
所
者
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
十
三
条

施
行
日
に
お
い
て
第
七
条
の
規
定
に
よ
り
介
護
保
険
法
第
四
十
八
条
第
一
項
第
一
号
の
指
定
が
あ
っ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
た
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
に

入
所
し
て
い
る
旧
老
福
法
第
十
一
条
第
一
項
第
二
号
の
措
置
に
係
る
者
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
旧
措
置
入
所
者
」
と
い
う
。
）
は
、
施
行
日
以
後
引
き
続
き

当
該
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
（
介
護
保
険
法
第
九
十
二
条
の
規
定
に
よ
り
当
該
指
定
を
取
り
消
さ
れ
た
も
の
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
特
定
介
護
老
人

福
祉
施
設
」
と
い
う
。
）
に
入
所
し
て
い
る
間
（
当
該
特
定
介
護
老
人
福
祉
施
設
に
継
続
し
て
一
以
上
の
他
の
介
護
保
険
法
第
七
条
第
十
九
項
に
規
定
す
る
介
護

保
険
施
設
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
単
に
「
介
護
保
険
施
設
」
と
い
う
。
）
に
入
所
す
る
こ
と
に
よ
り
当
該
一
以
上
の
他
の
介
護
保
険
施
設
の
そ
れ
ぞ
れ
の
所
在

す
る
場
所
に
順
次
住
所
を
有
す
る
に
至
っ
た
旧
措
置
入
所
者
に
あ
っ
て
は
、
当
該
一
以
上
の
他
の
介
護
保
険
施
設
に
継
続
し
て
入
所
し
て
い
る
間
を
含
む
。
）
は

、
介
護
保
険
法
第
九
条
及
び
第
十
三
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
措
置
を
と
っ
た
市
町
村
が
行
う
介
護
保
険
の
被
保
険
者
と
す
る
。

２

前
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
被
保
険
者
が
入
所
し
て
い
る
介
護
保
険
施
設
は
、
当
該
介
護
保
険
施
設
の
所
在
す
る
市
町
村
及
び
当
該
被
保
険
者
に
対
し
介
護

保
険
を
行
う
市
町
村
に
、
必
要
な
協
力
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
〜
７

（
略
）

○
介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）

（
定
義
）

第
七
条

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
要
介
護
状
態
」
と
は
、
身
体
上
又
は
精
神
上
の
障
害
が
あ
る
た
め
に
、
入
浴
、
排
せ
つ
、
食
事
等
の
日
常
生
活
に
お
け
る
基
本
的

な
動
作
の
全
部
又
は
一
部
に
つ
い
て
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
期
間
に
わ
た
り
継
続
し
て
、
常
時
介
護
を
要
す
る
と
見
込
ま
れ
る
状
態
で
あ
っ
て
、
そ
の
介
護

の
必
要
の
程
度
に
応
じ
て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
区
分
（
以
下
「
要
介
護
状
態
区
分
」
と
い
う
。
）
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
を
い
う
。

２
〜

（
略
）

26
（
居
宅
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
の
支
給
）

第
四
十
一
条

市
町
村
は
、
要
介
護
認
定
を
受
け
た
被
保
険
者
（
以
下
「
要
介
護
被
保
険
者
」
と
い
う
。
）
の
う
ち
居
宅
に
お
い
て
介
護
を
受
け
る
も
の
（
以
下
「

居
宅
要
介
護
被
保
険
者
」
と
い
う
。
）
が
、
都
道
府
県
知
事
が
指
定
す
る
者
（
以
下
「
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
」
と
い
う
。
）
か
ら
当
該
指
定
に
係
る
居
宅

サ
ー
ビ
ス
事
業
を
行
う
事
業
所
に
よ
り
行
わ
れ
る
居
宅
サ
ー
ビ
ス
（
以
下
「
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
」
と
い
う
。
）
を
受
け
た
と
き
は
、
当
該
居
宅
要
介
護
被
保
険



- 2 -

者
に
対
し
、
当
該
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
に
要
し
た
費
用
（
通
所
介
護
、
通
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
、
短
期
入
所
生
活
介
護
、
短
期
入
所
療
養
介
護
、
痴
呆
対
応

型
共
同
生
活
介
護
及
び
特
定
施
設
入
所
者
生
活
介
護
に
要
し
た
費
用
に
つ
い
て
は
、
日
常
生
活
に
要
す
る
費
用
と
し
て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
費
用
を
除
く
。

以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
つ
い
て
、
居
宅
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
を
支
給
す
る
。
た
だ
し
、
当
該
居
宅
要
介
護
被
保
険
者
が
、
第
三
十
七
条
第
一
項
の
規
定

に
よ
る
指
定
を
受
け
て
い
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
指
定
に
係
る
種
類
以
外
の
居
宅
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
た
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

２
〜
７

（
略
）

８

指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
は
、
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
そ
の
他
の
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
に
要
し
た
費
用
に
つ
き
、
そ
の
支
払
を
受
け
る
際
、
当
該
支
払
を
し
た
居

宅
要
介
護
被
保
険
者
に
対
し
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
領
収
証
を
交
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

９
〜

（
略
）

12
（
施
設
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
の
支
給
）

第
四
十
八
条

市
町
村
は
、
要
介
護
被
保
険
者
が
、
次
に
掲
げ
る
施
設
サ
ー
ビ
ス
（
以
下
「
指
定
施
設
サ
ー
ビ
ス
等
」
と
い
う
。
）
を
受
け
た
と
き
は
、
当
該
要
介

護
被
保
険
者
に
対
し
、
当
該
指
定
施
設
サ
ー
ビ
ス
等
に
要
し
た
費
用
（
日
常
生
活
に
要
す
る
費
用
と
し
て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
費
用
を
除
く
。
以
下
こ
の
条

に
お
い
て
同
じ
。
）
に
つ
い
て
、
施
設
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
を
支
給
す
る
。
た
だ
し
、
当
該
要
介
護
被
保
険
者
が
、
第
三
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
を
受

け
て
い
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
指
定
に
係
る
種
類
以
外
の
施
設
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
た
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

一

都
道
府
県
知
事
が
指
定
す
る
介
護
老
人
福
祉
施
設
（
以
下
「
指
定
介
護
老
人
福
祉
施
設
」
と
い
う
。
）
に
よ
り
行
わ
れ
る
介
護
福
祉
施
設
サ
ー
ビ
ス
（
以
下

「
指
定
介
護
福
祉
施
設
サ
ー
ビ
ス
」
と
い
う
。
）

二
・
三

（
略
）

２

施
設
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
の
額
は
、
第
一
号
に
規
定
す
る
額
及
び
第
二
号
に
規
定
す
る
額
の
合
計
額
と
す
る
。

一

施
設
サ
ー
ビ
ス
の
種
類
ご
と
に
、
要
介
護
状
態
区
分
、
当
該
施
設
サ
ー
ビ
ス
の
種
類
に
係
る
指
定
施
設
サ
ー
ビ
ス
等
を
行
う
介
護
保
険
施
設
の
所
在
す
る
地

域
等
を
勘
案
し
て
算
定
さ
れ
る
当
該
指
定
施
設
サ
ー
ビ
ス
等
（
食
事
の
提
供
を
除
く
。
）
に
要
す
る
平
均
的
な
費
用
（
日
常
生
活
に
要
す
る
費
用
と
し
て
厚
生

労
働
省
令
で
定
め
る
費
用
を
除
く
。
）
の
額
を
勘
案
し
て
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
よ
り
算
定
し
た
費
用
の
額
（
そ
の
額
が
現
に
当
該
指
定
施
設
サ
ー

ビ
ス
等
に
要
し
た
費
用
の
額
を
超
え
る
と
き
は
、
当
該
現
に
指
定
施
設
サ
ー
ビ
ス
等
に
要
し
た
費
用
の
額
と
す
る
。
）
の
百
分
の
九
十
に
相
当
す
る
額

二

前
号
の
介
護
保
険
施
設
に
お
け
る
食
事
の
提
供
に
要
す
る
平
均
的
な
費
用
の
額
を
勘
案
し
て
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
よ
り
算
定
し
た
費
用
の
額
（

そ
の
額
が
現
に
当
該
食
事
の
提
供
に
要
し
た
費
用
の
額
を
超
え
る
と
き
は
、
当
該
現
に
食
事
の
提
供
に
要
し
た
費
用
の
額
と
す
る
。
）
か
ら
、
平
均
的
な
家
計

に
お
け
る
食
費
の
状
況
を
勘
案
し
て
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
額
（
所
得
の
状
況
そ
の
他
の
事
情
を
し
ん
酌
し
て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
者
に
つ
い
て
は
、

厚
生
労
働
大
臣
が
別
に
定
め
る
額
と
す
る
。
以
下
「
標
準
負
担
額
」
と
い
う
。
）
を
控
除
し
た
額

３

厚
生
労
働
大
臣
は
、
標
準
負
担
額
を
定
め
た
後
に
食
費
の
状
況
そ
の
他
の
事
情
が
著
し
く
変
動
し
た
と
き
は
、
速
や
か
に
そ
の
額
を
改
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

４

厚
生
労
働
大
臣
は
、
第
二
項
各
号
の
基
準
を
定
め
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
社
会
保
障
審
議
会
の
意
見
を
聴
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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５

要
介
護
被
保
険
者
が
、
介
護
保
険
施
設
か
ら
指
定
施
設
サ
ー
ビ
ス
等
を
受
け
た
と
き
は
、
市
町
村
は
、
当
該
要
介
護
被
保
険
者
が
当
該
介
護
保
険
施
設
に
支
払

う
べ
き
当
該
指
定
施
設
サ
ー
ビ
ス
等
に
要
し
た
費
用
に
つ
い
て
、
施
設
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
と
し
て
当
該
要
介
護
被
保
険
者
に
支
給
す
べ
き
額
の
限
度
に
お
い
て
、

当
該
要
介
護
被
保
険
者
に
代
わ
り
、
当
該
介
護
保
険
施
設
に
支
払
う
こ
と
が
で
き
る
。

６

前
項
の
規
定
に
よ
る
支
払
が
あ
っ
た
と
き
は
、
要
介
護
被
保
険
者
に
対
し
施
設
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
の
支
給
が
あ
っ
た
も
の
と
み
な
す
。

７

市
町
村
は
、
介
護
保
険
施
設
か
ら
施
設
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
の
請
求
が
あ
っ
た
と
き
は
、
第
二
項
各
号
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
及
び
第
八
十
八
条
第
二

項
に
規
定
す
る
指
定
介
護
老
人
福
祉
施
設
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
（
指
定
介
護
福
祉
施
設
サ
ー
ビ
ス
の
取
扱
い
に
関
す
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
九
十

七
条
第
三
項
に
規
定
す
る
介
護
老
人
保
健
施
設
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
（
介
護
保
健
施
設
サ
ー
ビ
ス
の
取
扱
い
に
関
す
る
部
分
に
限
る
。
）
又
は
第
百

十
条
第
二
項
に
規
定
す
る
指
定
介
護
療
養
型
医
療
施
設
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
（
指
定
介
護
療
養
施
設
サ
ー
ビ
ス
の
取
扱
い
に
関
す
る
部
分
に
限
る
。

）
に
照
ら
し
て
審
査
し
た
上
、
支
払
う
も
の
と
す
る
。

８

第
四
十
一
条
第
二
項
、
第
三
項
、
第
十
項
及
び
第
十
一
項
の
規
定
は
、
施
設
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
の
支
給
に
つ
い
て
、
同
条
第
八
項
の
規
定
は
、
介
護
保
険
施
設

に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
の
規
定
に
関
し
必
要
な
技
術
的
読
替
え
は
、
政
令
で
定
め
る
。

９

前
各
項
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
施
設
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
の
支
給
及
び
介
護
保
険
施
設
の
施
設
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
の
請
求
に
関
し
て
必
要
な
事
項
は
、
厚
生

労
働
省
令
で
定
め
る
。

（
高
額
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
の
支
給
）

第
五
十
一
条

市
町
村
は
、
要
介
護
被
保
険
者
が
受
け
た
居
宅
サ
ー
ビ
ス
（
こ
れ
に
相
当
す
る
サ
ー
ビ
ス
を
含
む
。
）
又
は
施
設
サ
ー
ビ
ス
に
要
し
た
費
用
の
合
計

額
と
し
て
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
額
か
ら
、
当
該
費
用
に
つ
き
支
給
さ
れ
た
居
宅
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
、
特
例
居
宅
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
、
施
設
介

護
サ
ー
ビ
ス
費
及
び
特
例
施
設
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
の
合
計
額
を
控
除
し
て
得
た
額
が
、
著
し
く
高
額
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
要
介
護
被
保
険
者
に
対
し
、
高
額
介

護
サ
ー
ビ
ス
費
を
支
給
す
る
。

２

（
略
）

第
六
十
二
条

市
町
村
は
、
要
介
護
被
保
険
者
又
は
居
宅
要
支
援
被
保
険
者
（
以
下
「
要
介
護
被
保
険
者
等
」
と
い
う
。
）
に
対
し
、
前
二
節
の
保
険
給
付
の
ほ
か

、
条
例
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
市
町
村
特
別
給
付
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

（
保
険
料
滞
納
者
に
係
る
支
払
方
法
の
変
更
）

第
六
十
六
条

市
町
村
は
、
保
険
料
を
滞
納
し
て
い
る
第
一
号
被
保
険
者
で
あ
る
要
介
護
被
保
険
者
等
（
原
子
爆
弾
被
爆
者
に
対
す
る
援
護
に
関
す
る
法
律
（
平
成

六
年
法
律
第
百
十
七
号
）
に
よ
る
一
般
疾
病
医
療
費
の
支
給
そ
の
他
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
医
療
に
関
す
る
給
付
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
を
除
く
。
）

が
、
当
該
保
険
料
の
納
期
限
か
ら
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
期
間
が
経
過
す
る
ま
で
の
間
に
当
該
保
険
料
を
納
付
し
な
い
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
保
険
料
の
滞

納
に
つ
き
災
害
そ
の
他
の
政
令
で
定
め
る
特
別
の
事
情
が
あ
る
と
認
め
る
場
合
を
除
き
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
要
介
護
被
保
険
者
等
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に
対
し
被
保
険
者
証
の
提
出
を
求
め
、
当
該
被
保
険
者
証
に
、
第
四
十
一
条
第
六
項
（
第
五
十
三
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
四
十
六

条
第
四
項
（
第
五
十
八
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
及
び
第
四
十
八
条
第
五
項
の
規
定
を
適
用
し
な
い
旨
の
記
載
（
以
下
こ
の
条
及
び
次
条

第
三
項
に
お
い
て
「
支
払
方
法
変
更
の
記
載
」
と
い
う
。
）
を
す
る
も
の
と
す
る
。

２

市
町
村
は
、
前
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
期
間
が
経
過
し
な
い
場
合
に
お
い
て
も
、
同
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
特
別
の
事
情
が
あ
る
と

認
め
る
場
合
を
除
き
、
同
項
に
規
定
す
る
要
介
護
被
保
険
者
等
に
対
し
被
保
険
者
証
の
提
出
を
求
め
、
当
該
被
保
険
者
証
に
支
払
方
法
変
更
の
記
載
を
す
る
こ
と

が
で
き
る
。

３

市
町
村
は
、
前
二
項
の
規
定
に
よ
り
支
払
方
法
変
更
の
記
載
を
受
け
た
要
介
護
被
保
険
者
等
が
滞
納
し
て
い
る
保
険
料
を
完
納
し
た
と
き
、
又
は
当
該
要
介
護

被
保
険
者
等
に
係
る
滞
納
額
の
著
し
い
減
少
、
災
害
そ
の
他
の
政
令
で
定
め
る
特
別
の
事
情
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
支
払
方
法
変
更
の
記
載
を
消
除
す

る
も
の
と
す
る
。

４

第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
支
払
方
法
変
更
の
記
載
を
受
け
た
要
介
護
被
保
険
者
等
が
、
当
該
支
払
方
法
の
変
更
の
記
載
が
な
さ
れ
て
い
る
間
に
受
け

た
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
、
指
定
居
宅
介
護
支
援
及
び
指
定
施
設
サ
ー
ビ
ス
等
に
係
る
居
宅
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
の
支
給
及
び
居
宅
支
援
サ
ー
ビ
ス
費
の
支
給
、
居
宅

介
護
サ
ー
ビ
ス
計
画
費
の
支
給
及
び
居
宅
支
援
サ
ー
ビ
ス
計
画
費
の
支
給
並
び
に
施
設
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
の
支
給
に
つ
い
て
は
、
第
四
十
一
条
第
六
項
（
第
五
十

三
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
四
十
六
条
第
四
項
（
第
五
十
八
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
及
び
第
四
十
八
条
第

五
項
の
規
定
は
適
用
し
な
い
。

（
保
険
給
付
の
支
払
の
一
時
差
止
）

第
六
十
七
条

市
町
村
は
、
保
険
給
付
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
第
一
号
被
保
険
者
で
あ
る
要
介
護
被
保
険
者
等
が
保
険
料
を
滞
納
し
て
お
り
、
か
つ
、
当
該
保
険

料
の
納
期
限
か
ら
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
期
間
が
経
過
す
る
ま
で
の
間
に
当
該
保
険
料
を
納
付
し
な
い
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
保
険
料
の
滞
納
に
つ
き
災
害

そ
の
他
の
政
令
で
定
め
る
特
別
の
事
情
が
あ
る
と
認
め
る
場
合
を
除
き
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
保
険
給
付
の
全
部
又
は
一
部
の
支
払
を
一

時
差
し
止
め
る
も
の
と
す
る
。

２

市
町
村
は
、
前
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
期
間
が
経
過
し
な
い
場
合
に
お
い
て
も
、
保
険
給
付
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
第
一
号
被
保
険
者
で

あ
る
要
介
護
被
保
険
者
等
が
保
険
料
を
滞
納
し
て
い
る
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
保
険
料
の
滞
納
に
つ
き
災
害
そ
の
他
の
政
令
で
定
め
る
特
別
の
事
情
が
あ
る
と

認
め
る
場
合
を
除
き
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
保
険
給
付
の
全
部
又
は
一
部
の
支
払
を
一
時
差
し
止
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

３

市
町
村
は
、
前
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
支
払
方
法
変
更
の
記
載
を
受
け
て
い
る
要
介
護
被
保
険
者
等
で
あ
っ
て
、
前
二
項
の
規
定
に
よ
る
保
険

給
付
の
全
部
又
は
一
部
の
支
払
の
一
時
差
止
が
な
さ
れ
て
い
る
も
の
が
、
な
お
滞
納
し
て
い
る
保
険
料
を
納
付
し
な
い
場
合
に
お
い
て
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定

め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
あ
ら
か
じ
め
、
当
該
要
介
護
被
保
険
者
等
に
通
知
し
て
、
当
該
一
時
差
止
に
係
る
保
険
給
付
の
額
か
ら
当
該
要
介
護
被
保
険
者
等
が
滞
納

し
て
い
る
保
険
料
額
を
控
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
医
療
保
険
各
法
の
規
定
に
よ
る
保
険
料
等
に
未
納
が
あ
る
者
に
対
す
る
保
険
給
付
の
一
時
差
止
）
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第
六
十
八
条

市
町
村
は
、
保
険
給
付
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
第
二
号
被
保
険
者
で
あ
る
要
介
護
被
保
険
者
等
に
つ
い
て
、
医
療
保
険
各
法
の
定
め
る
と
こ
ろ
に

よ
り
当
該
要
介
護
被
保
険
者
等
が
納
付
義
務
又
は
払
込
義
務
を
負
う
保
険
料
（
地
方
税
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
二
十
六
号
）
の
規
定
に
よ
る
国
民
健
康

保
険
税
を
含
む
。
）
又
は
掛
金
で
あ
っ
て
そ
の
納
期
限
又
は
払
込
期
限
ま
で
に
納
付
し
な
か
っ
た
も
の
（
以
下
こ
の
項
及
び
次
項
に
お
い
て
「
未
納
医
療
保
険
料

等
」
と
い
う
。
）
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
未
納
医
療
保
険
料
等
が
あ
る
こ
と
に
つ
き
災
害
そ
の
他
の
政
令
で
定
め
る
特
別
の
事
情
が
あ
る
と
認
め
る
場
合
を

除
き
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
要
介
護
被
保
険
者
等
に
対
し
被
保
険
者
証
の
提
出
を
求
め
、
当
該
被
保
険
者
証
に
、
第
四
十
一
条
第
六

項
（
第
五
十
三
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
四
十
六
条
第
四
項
（
第
五
十
八
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
及
び
第

四
十
八
条
第
五
項
の
規
定
を
適
用
し
な
い
旨
並
び
に
保
険
給
付
の
全
部
又
は
一
部
の
支
払
を
差
し
止
め
る
旨
の
記
載
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
保
険
給
付
差
止

の
記
載
」
と
い
う
。
）
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

市
町
村
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
保
険
給
付
差
止
の
記
載
を
受
け
た
要
介
護
被
保
険
者
等
が
、
未
納
医
療
保
険
料
等
を
完
納
し
た
と
き
、
又
は
当
該
要
介
護
被

保
険
者
等
に
係
る
未
納
医
療
保
険
料
等
の
著
し
い
減
少
、
災
害
そ
の
他
の
政
令
で
定
め
る
特
別
の
事
情
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
保
険
給
付
差
止
の
記
載

を
消
除
す
る
も
の
と
す
る
。

３

第
六
十
六
条
第
四
項
の
規
定
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
保
険
給
付
差
止
の
記
載
を
受
け
た
要
介
護
被
保
険
者
等
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

４

市
町
村
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
保
険
給
付
差
止
の
記
載
を
受
け
た
要
介
護
被
保
険
者
等
に
つ
い
て
、
保
険
給
付
の
全
部
又
は
一
部
の
支
払
を
一
時
差
し
止

め
る
も
の
と
す
る
。

５

市
町
村
は
、
要
介
護
被
保
険
者
等
に
つ
い
て
の
保
険
給
付
差
止
の
記
載
に
関
し
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
要
介
護
被
保
険
者
等
の
加
入
す
る
医
療

保
険
者
に
対
し
、
当
該
要
介
護
被
保
険
者
等
に
係
る
医
療
保
険
各
法
の
規
定
に
よ
り
徴
収
さ
れ
る
保
険
料
（
地
方
税
法
の
規
定
に
よ
り
徴
収
さ
れ
る
国
民
健
康
保

険
税
を
含
む
。
）
又
は
掛
金
の
納
付
状
況
そ
の
他
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
に
つ
い
て
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
要
介
護
被
保
険

者
等
の
加
入
す
る
医
療
保
険
者
に
対
し
、
情
報
の
提
供
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
指
定
の
取
消
し
）

第
九
十
二
条

都
道
府
県
知
事
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
指
定
介
護
老
人
福
祉
施
設
に
係
る
第
四
十
八
条
第
一
項
第
一
号

の
指
定
を
取
り
消
す
こ
と
が
で
き
る
。

一

指
定
介
護
老
人
福
祉
施
設
が
、
そ
の
行
う
指
定
介
護
福
祉
施
設
サ
ー
ビ
ス
に
従
事
す
る
従
業
者
の
人
員
に
つ
い
て
、
第
八
十
八
条
第
一
項
の
厚
生
労
働
省
令

で
定
め
る
員
数
を
満
た
す
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
た
と
き
。

二

指
定
介
護
老
人
福
祉
施
設
が
、
第
八
十
八
条
第
二
項
に
規
定
す
る
指
定
介
護
老
人
福
祉
施
設
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
に
従
っ
て
適
正
な
指
定
介
護

老
人
福
祉
施
設
の
運
営
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
た
と
き
。

三

第
二
十
七
条
第
二
項
後
段
の
規
定
に
よ
り
調
査
の
委
託
を
受
け
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
調
査
の
結
果
に
つ
い
て
虚
偽
の
報
告
を
し
た
と
き
。

四

施
設
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
の
請
求
に
関
し
不
正
が
あ
っ
た
と
き
。

五

指
定
介
護
老
人
福
祉
施
設
が
、
第
九
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
報
告
又
は
帳
簿
書
類
の
提
出
若
し
く
は
提
示
を
命
ぜ
ら
れ
て
こ
れ
に
従
わ
ず
、
又
は
虚
偽



- 6 -

の
報
告
を
し
た
と
き
。

六

指
定
介
護
老
人
福
祉
施
設
の
開
設
者
又
は
そ
の
長
若
し
く
は
従
業
者
が
、
第
九
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
出
頭
を
求
め
ら
れ
て
こ
れ
に
応
ぜ
ず
、
同
項
の

規
定
に
よ
る
質
問
に
対
し
て
答
弁
せ
ず
、
若
し
く
は
虚
偽
の
答
弁
を
し
、
又
は
同
項
の
規
定
に
よ
る
検
査
を
拒
み
、
妨
げ
、
若
し
く
は
忌
避
し
た
と
き
。
た
だ

し
、
当
該
指
定
介
護
老
人
福
祉
施
設
の
従
業
者
が
そ
の
行
為
を
し
た
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
行
為
を
防
止
す
る
た
め
、
当
該
指
定
介
護
老
人
福
祉
施
設
の
開
設

者
又
は
そ
の
長
が
相
当
の
注
意
及
び
監
督
を
尽
く
し
た
と
き
を
除
く
。

七

指
定
介
護
老
人
福
祉
施
設
の
開
設
者
が
、
不
正
の
手
段
に
よ
り
第
四
十
八
条
第
一
項
第
一
号
の
指
定
を
受
け
た
と
き
。

２

市
町
村
は
、
保
険
給
付
に
係
る
指
定
介
護
福
祉
施
設
サ
ー
ビ
ス
又
は
第
二
十
七
条
第
二
項
後
段
の
規
定
に
よ
り
委
託
し
た
調
査
を
行
っ
た
指
定
介
護
老
人
福
祉

施
設
に
つ
い
て
、
前
項
第
二
号
か
ら
第
四
号
ま
で
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の
旨
を
当
該
指
定
介
護
老
人
福
祉
施
設
の
所
在
地
の
都
道
府

県
知
事
に
通
知
す
る
こ
と
が
で
き
る
。


